
■注⽂書・請書の作成⽅法

【１】注⽂書の⼊⼒⽅法

①貴社名等を⼊⼒してください。注⽂書を記載住所へご返送いたします。

②着⼯⽇よりも前の⽇付（着⼯⽇当⽇を除く）を記⼊してください。

③貴社が許可を受けている建設業許可番号等を⼊⼒してください。

④取引先コードがご不明な場合は、お問い合わせください。

⑤弊社にて押印するため、空欄としてください。

⑥⼯事名称・施⼯場所は、弊社⼯事担当者に確認の上、正式な情報をご⼊⼒く
ださい。

⑦⼯事種類品⽬を⼊⼒してください。

⑧⼯期は、実際に作業を実施した⼯期（実⼯期）をご⼊⼒ください。

⑨「材料費」「労務費」「法定福利費」「安全衛⽣経費」について、⾦額を⼊
⼒してください。

⑩弊社担当者名を⼊⼒してください。

⑪内訳明細について枚数が多い場合は、別紙を添付してください。
なお、内訳書はお⾒積書による代⽤も可能です。

⑫消費税率が異なる場合は、該当の税率へ変更してください。

⑬弊社から⽀給する材料、⼜は貸与する機器・備品の有無について選択してく
ださい。「あり」を選択した場合は、対象となる品⽬、数量、仕様等を添付内
訳書に記載してください。
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■⑨補⾜事項
2025年12⽉12⽇施⾏の建設業法により、請負契約時に、「材料費」「労務費」
「法定福利費」「安全衛⽣経費」「建退共掛⾦」の明⽰が努⼒義務となりました。
これを踏まえ、弊社は2026年3⽉以降の下請負契約より請負代⾦内訳書への労務
費等の明⽰をお願いしております。
なお、建退共掛⾦は元請負担のため０円としています。
※これらの合計は契約⾦額と⼀致しません（利益・その他経費が含まれるため）。



新規のお取引や、取引先コードが不明の場合は、
東京⽀店管理部建築事務課へお問い合わせください。

ＴＥＬ 03-5281-8319
メール kenchikujimu_kyoyu@ml.obayashi-f.co.jp

電⼦請求書に、注⽂書・請書のPDFデータを添付してください。
（印紙貼付・消印済のもの）
原本は下記宛先まで郵送してください。

＜注⽂書・請書送付先＞
〒101-0054
東京都千代⽥区神⽥錦町1-6 住友商事錦町ビル2階
⼤林ファシリティーズ株式会社
建築事務課 ⼩⼝契約担当 宛

作業⽉の⽉末締め、翌⽉３⽇までに請求書の送信及び注⽂書・請書を郵送して
ください。
弊社にて請求書を確認後、注⽂書をご返送いたします。

＜注⽂書の返送についての参考例＞
４⽉３⽇ 請求書・注⽂書・請書 ご提出（提出〆切 毎⽉３⽇）
５⽉ 注⽂書ご返送

■注⽂書・請書の作成⽅法

【２】請書の⼊⼒⽅法

①注⽂書に⼊⼒した内容が転記されるため、請書への⼊⼒は不要です。

②印紙税法に基づき、所定額の収⼊印紙を添付し、消印してください。

③印刷後、社判・社印を押印してください。ゴム印が無い場合は、直接⼊⼒し
てください。
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【３】提出⽅法について

【４】提出期限について

【５】お問い合わせ先



2026 年 2月 27日 

協力会社 各位 

大林ファシリティーズ株式会社 

労務費・必要経費等を内訳明示した請負代金内訳書の作成・提出のお願い 

2025 年 12 月 12 日施行の改正建設業法により、建設業者は請負契約に際し、見積書に『材料費』『労務費』『法定福

利費』『安全衛生経費』『建退共掛金』を明示する努力義務が課されました。 

これを踏まえ、当社は、2026 年 2月以降に締結手続を開始する下請負契約に「請負代金内訳書への労務費等の明示義

務」、「適正な労務費・賃金の支払いに関する表明」等の規定を追加することとしました。 

つきましては、請負代金内訳書に上記の労務費等を明示いただく必要がございます。ご準備のほど、よろしくお願いいたします。 

○ 改正建設業法第 20条第１項等により見積書において内訳明示する経費 

経費 摘要 

材料費 工事に直接使用する材料の調達費用 

労務費 現場技能労働者の賃金（法定福利費等は含まない） 

法定福利費 
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料のうち、     

現場労働者の事業主負担分 

建退共掛金 建設業退職金共済制度の掛金（但し、当社で証紙購入のため、当社宛の見積には計上不要） 

安全衛生経費 労働災害防止対策に必要な経費 

○ 2026 年 2月以降に締結手続を開始する下請負契約に追加される主な規定 

主な規定 摘要 

請負代金内訳書への 

労務費等の明示義務 

受注者は、下請負契約の請負代金内訳書に『材料費』『労務費』『法定福利費』

『安全衛生経費』『建退共掛金』を明示する義務を負います。 

適正な労務費・賃金の 

支払い表明 

受注者・発注者双方が、請負代金内訳書に明示された『労務費』の適正性を確認

し、技能者へ適正な労務費・賃金を支払うことを定めます。 

情報開示義務 

（契約書の写しや誓約書の提出） 

適正な労務費確保のため、当社が必要に応じて再下請負契約書や誓約書の写し

等の提出を求めた場合、受注者はこれに応じる義務を負います。 

○ 見積書・請負代金内訳書への内訳明示のイメージ例とポイント 

 

（本例のポイント）※  建退共掛金については、当社が証紙を購入しているため、本見積には計上しない。 

※ 見積金額には協力会社のその他の経費や利益相当額も含まれるため、「材料費」「労務費」「法定福

利費」「安全衛生経費」の合計は見積金額と一致しない。 

請負代金内訳書の作成にあたっては、各専門工事業界団体が作成する標準ひな形や国交省発行の専門工事業者向け

「書き方ガイド」を参考にしてください。 （ご参考 国交省労務費に関するポータルサイト → 基準を踏まえた取引の考え方） 

＊＊工事 金 500万円 也

名称 摘要 数量 単位 金額

＊＊工事 1 式 500万円

総計 500万円

見積金額の内、建設業法第20条第１項等により見積書において内訳明示する経費

材料費 200万円

労務費 150万円

法定福利費 50万円

建退共掛金 0円 大林組負担

安全衛生経費 50万円

大林ファシリティーズ負担 

https://roumuhi.mlit.go.jp/mlit-files/20260326_01.pdf
https://roumuhi.mlit.go.jp/mlit-files/20260326_01.pdf
https://roumuhi.mlit.go.jp/
https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/about/concept

